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医科点数表の解釈 平成28年4月版 

Web追補 No.2（平成28年８月号） 

  ● 以下の通知等により，本書の内容に変更が生じましたので，ここに追補します。 

   ○ 平成28年７月27日 医療課事務連絡 

   ○ 平成28年７月29日 保医発0729第４号（平成28年８月１日適用） 

● Web 追補のバックナンバーは，当社ウェブサイト上の『診療報酬関連情報ナビ』からご覧いただけます。

本追補と併せてご利用ください。（http://www.shaho.co.jp/shaho/2016_sinryo/index.html） 

 

 

頁 欄 行 変更前 変更後 

261 

～ 

263 

〔「【参考３】人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域」を別紙１のとおり改める。なお，診療報

酬の請求に係る取扱いについては，『診療報酬関連情報ナビ』の診療報酬関連情報データベースより，「平成

28 年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び一部変更について」（平成 28 年７月 27 日医療課事務連絡）を

併せてご確認下さい。〕 

481 〔Ｄ007 血液化学検査の「57」1,25-ジヒドロキシビタミンＤ3

を準用する項目として追加〕 

◇ 25-ヒドロキシビタミンＤ 

ア 25-ヒドロキシビタミンＤは，Ｄ007 血液

化学検査の「57」1,25-ジヒドロキシビタ

ミンＤ3の所定点数に準じて算定する。 

イ 本検査は，ＣＬＩＡ法により，ビタミン

Ｄ欠乏性くる病若しくはビタミンＤ欠乏

性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患に

対する治療中に測定した場合にのみ算定

できる。ただし，診断時においては１回を

限度とし，その後は３月に１回を限度とし

て算定する。            □留  

（平28. 7.29 保医発 0729 4） 

501 右 下から４～１

行目 

エ デングウイルス抗原定性及び同抗           

原・抗体同時測定定性は，感染症の発生

の状況，動向及び原因を明らかにするた

めの積極的疫学調査を目的として実施

された場合は算定できない。    □留          

（平28. 5.31 保医発 0531 1） 

エ デングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体

同時測定定性は，感染症の発生の状況，動向

及び原因を明らかにするための積極的疫学

調査を目的として実施された場合は算定で

きない。 

オ デングウイルス抗原定性と同抗原・抗体同

時測定定性を併せて実施した場合は，主たる

もののみ算定する。          □留  

（平28. 5.31 保医発 0531 1） 

（平28. 7.29 保医発 0729 4） 

1434 左欄上から 16 行

目～右欄下から

１行目 

〔「人事院規則で定める地域に準じる地域」を別紙２のとおり改める。〕 

 

平成 28 年８月３日作成 
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別紙１ 

【参考３】人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域 

 この表の「人事院規則九－四九第２条に規定する地域」及び「人事院規則で定める地域に準じる地域」欄に掲げる名称は，

平成27年４月１日においてそれらの名称を有する市，町，村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し，そ

の後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。（平成28年

７月27日医療課事務連絡による訂正地域は，赤字で表記） 

級地区分 都道府県 人事院規則九－四九第２条に規定する地域 人事院規則で定める地域に準じる地域 

１級地 東 京 都 特別区  

２級地 茨 城 県 取手市，つくば市  

埼 玉 県 和光市  

千 葉 県 袖ケ浦市，印西市  

東 京 都 武蔵野市，調布市，町田市，小平市，日野市，国分寺市，

狛江市，清瀬市，多摩市 

 

神奈川県 横浜市，川崎市，厚木市  

愛 知 県 刈谷市，豊田市  

大 阪 府 大阪市，守口市  

３級地 茨 城 県 守谷市  

埼 玉 県 さいたま市，志木市  

千 葉 県 千葉市，成田市  

東 京 都 八王子市，青梅市，府中市，東村山市，国立市，福生市，

稲城市，西東京市 

東久留米市 

神奈川県 鎌倉市  

愛 知 県 名古屋市，豊明市 大府市 

大 阪 府 池田市，高槻市，大東市，門真市  

兵 庫 県 西宮市，芦屋市，宝塚市  

４級地 茨 城 県 牛久市  

埼 玉 県 東松山市，朝霞市  

千 葉 県 船橋市，浦安市 習志野市 

東 京 都 立川市 昭島市 

神奈川県 相模原市，藤沢市 愛川町，清川村 

三 重 県 鈴鹿市  

京 都 府 京田辺市  

大 阪 府 豊中市，吹田市，寝屋川市，箕面市，羽曳野市  

兵 庫 県 神戸市  

奈 良 県 天理市  

５級地 宮 城 県 多賀城市  

茨 城 県 水戸市，日立市，土浦市，龍ケ崎市 阿見町，稲敷市，つくばみらい市 

埼 玉 県 坂戸市  

千 葉 県 市川市，松戸市，佐倉市，市原市，富津市 八千代市，四街道市 

東 京 都 三鷹市，あきる野市 小金井市，羽村市，日の出町，檜原村 

神奈川県 横須賀市，平塚市，小田原市，茅ヶ崎市，大和市 座間市，綾瀬市，寒川町，伊勢原市，秦野市，海老名市 

愛 知 県 西尾市，知多市，みよし市 東海市，日進市，東郷町 

三 重 県 四日市市  

滋 賀 県 大津市，草津市，栗東市  

京 都 府 京都市 八幡市 

大 阪 府 堺市，枚方市，茨木市，八尾市，柏原市，東大阪市，交野

市 

島本町，摂津市，四條畷市 

兵 庫 県 尼崎市，伊丹市，三田市 川西市，猪名川町 

奈 良 県 奈良市，大和郡山市 川西町，生駒市，平群町 

広 島 県 広島市 安芸郡府中町 

福 岡 県 福岡市，春日市，福津市  

６級地 宮 城 県 仙台市 利府町，七ヶ浜町 

茨 城 県 古河市，ひたちなか市，神栖市 東海村，那珂市，大洗町，坂東市，境町，五霞町，常総市，

利根町，河内町 

栃 木 県 宇都宮市，大田原市，下野市 さくら市 

群 馬 県 高崎市 明和町 

埼 玉 県 川越市，川口市，行田市，所沢市，飯能市，加須市，春日 八潮市，吉川市，松伏町，幸手市，宮代町，白岡市，蓮田
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級地区分 都道府県 人事院規則九－四九第２条に規定する地域 人事院規則で定める地域に準じる地域 

部市，羽生市，鴻巣市，深谷市，上尾市，草加市，越谷市，

戸田市，入間市，久喜市，三郷市，比企郡滑川町，比企郡

鳩山町，北葛飾郡杉戸町 

市，桶川市，川島町，蕨市，新座市，富士見市，三芳町，

狭山市，鶴ヶ島市，日高市，毛呂山町，越生町，ときがわ

町 

千 葉 県 野田市，茂原市，東金市，柏市，流山市，印旛郡酒々井町，

印旛郡栄町 

我孫子市，白井市，鎌ケ谷市，大網白里市，長柄市，長南

町，香取市 

東 京 都  奥多摩町 

神奈川県 三浦市，三浦郡葉山町，中郡二宮町 逗子市，大磯町，中井町 

山 梨 県 甲府市  

長 野 県 塩尻市  

岐 阜 県 岐阜市  

静 岡 県 静岡市，沼津市，磐田市，御殿場市  

愛 知 県 岡崎市，瀬戸市，春日井市，豊川市，津島市，碧南市，安

城市，犬山市，江南市，田原市，弥富市，西春日井郡豊山

町 

蒲郡市，幸田町，知立市，尾張旭市，長久手市，扶桑町，

あま市，蟹江町，愛西市 

三 重 県 津市，桑名市，亀山市 東員町，朝日町，川越町，木曽岬町 

滋 賀 県 彦根市，守山市，甲賀市 湖南市，野洲市 

京 都 府 宇治市，亀岡市，向日市，木津川市 精華町，井手町，城陽市，久御山町，長岡京市，南丹市，

宇治田原町，和束町，笠置町 

大 阪 府 岸和田市，泉大津市，泉佐野市，富田林市，河内長野市，

和泉市，藤井寺市，泉南市，阪南市，泉南郡熊取町，泉南

郡田尻町，泉南郡岬町，南河内郡太子町 

松原市，大阪狭山市，高石市，忠岡町，貝塚市，河南町，

千早赤阪村，豊能町 

兵 庫 県 明石市，赤穂市  

奈 良 県 大和高田市，橿原市，香芝市，北葛城郡王寺町 御所市，葛城市，斑鳩町，上牧町，広陵町，五條市，三郷

町 

和歌山県 和歌山市，橋本市 かつらぎ町，紀の川市，岩出市 

香 川 県 高松市  

福 岡 県 太宰府市，糸島市，糟屋郡新宮町，糟屋郡粕屋町 古賀市，久山町 

佐 賀 県  佐賀市 

７級地 北 海 道 札幌市  

宮 城 県 名取市 村田町 

茨 城 県 笠間市，鹿嶋市，筑西市 城里町，茨城町，桜川市，石岡市，下妻市，結城市，八千

代町，潮来市 

栃 木 県 栃木市，鹿沼市，小山市，真岡市 日光市，芳賀町，上三川町，壬生町，佐野市，野木町 

群 馬 県 前橋市，太田市，渋川市 伊勢崎市，沼田市，東吾妻町，玉村町，吉岡町，榛東村，

桐生市，大泉町，千代田町，みどり市，板倉町 

埼 玉 県 熊谷市 吉見町，嵐山町 

千 葉 県 木更津市，君津市，八街市 富里市，山武市，大多喜町，鴨川市 

東 京 都 武蔵村山市 東大和市，瑞穂町 

神奈川県  箱根町 

新 潟 県 新潟市  

富 山 県 富山市 南砺市 

石 川 県 金沢市，河北郡内灘町 津幡町 

福 井 県 福井市  

山 梨 県 南アルプス市 甲斐市，昭和町，中央市，市川三郷町，北杜市，早川町，

南部町，身延町，富士河口湖町 

長 野 県 長野市，松本市，諏訪市，伊那市 上田市，筑北村，大町市，長和町，茅野市，下諏訪町，岡

谷市，箕輪町，辰野町，南箕輪村，朝日村，木祖村，木曽

町，大鹿村，飯田市 

岐 阜 県 大垣市，多治見市，美濃加茂市，各務原市，可児市 土岐市，八百津町，坂祝町，関市，岐南町，笠松町，羽島

市，瑞穂市，高山市，御嵩町 

静 岡 県 浜松市，三島市，富士宮市，富士市，焼津市，掛川市，藤

枝市，袋井市 

小山町，裾野市，長泉町，清水町，函南町，川根本町，島

田市，森町，湖西市 

愛 知 県 豊橋市，一宮市，半田市，常滑市，小牧市，海部郡飛島村 新城市，東浦町，阿久比町，武豊町，大口町，岩倉市，北

名古屋市，清須市，高浜市 

三 重 県 名張市，伊賀市 菰野町，いなべ市 

滋 賀 県 長浜市，東近江市 米原市，多賀町，愛荘町，日野町，竜王町，高島市 

京 都 府  南山城村 

兵 庫 県 姫路市，加古川市，三木市 加東市，小野市，稲美町，播磨町，高砂市，加西市 
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級地区分 都道府県 人事院規則九－四九第２条に規定する地域 人事院規則で定める地域に準じる地域 

奈 良 県 桜井市，宇陀市 山添村，吉野町，明日香村，田原本町，曽爾村 

岡 山 県 岡山市 備前市 

広 島 県 三原市，東広島市，廿日市市，安芸郡海田町，安芸郡坂町 世羅町，安芸高田市，安芸太田町，竹原市，熊野町，呉市 

山 口 県 周南市 岩国市 

徳 島 県 徳島市，鳴門市，阿南市 小松島市，勝浦町，松茂町，北島町，藍住町 

香 川 県 坂出市 綾川町 

福 岡 県 北九州市，筑紫野市，糟屋郡宇美町 須惠町，志免町，飯塚市，大野城市，那珂川町 

長 崎 県 長崎市  

 

 

※ 上表にかかわらず平成28年７月31日までの間，次の地域（変更地域として青字で表記）についてはそれぞれ次に掲げる級

地とする。 

都道府県 地 域 平成28年７月31日までの級地区分 

茨 城 県 

利根町 ５級地 

河内町 ５級地 

常総市 ３級地 

東 京 都 奥多摩町 ５級地 

愛 知 県 高浜市 ６級地 

三 重 県 いなべ市 ６級地 

大 阪 府 豊能町 ５級地 

石 川 県 かほく市 ７級地 

 

 

○ 平成28年３月31日においてＡ218地域加算の対象地域であったが，同年４月１日以降「人事院規則九－四九第２条に規定す

る地域」及び「人事院規則で定める地域に準じる地域」のいずれにも該当しない次の地域については，平成30年３月31日ま

での間に限り，７級地とみなす。 

都道府県 平成 30 年３月 31 日までの間に限り７級地とみなす地域 

神 奈 川 県 山北町，大井町 

岐 阜 県 海津市 

愛 知 県 稲沢市 

奈 良 県 安堵町，河合町 

福 岡 県 篠栗町 
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別紙２ 

 

人事院規則で定める地域に準じる地域 

級地区分 都道府県 地         域 

３級地 東 京 都 東久留米市 

愛 知 県 大府市 

４級地 千 葉 県 習志野市 

東 京 都 昭島市 

神奈川県 愛川町、清川村 

５級地 茨 城 県 阿見町、稲敷市、つくばみらい市 

千 葉 県 八千代市、四街道市 

東 京 都 小金井市、羽村市、日の出町、檜原村 

神奈川県 座間市、綾瀬市、寒川町、伊勢原市、秦野市、海老名市 

愛 知 県 東海市、日進市、東郷町 

京 都 府 八幡市 

大 阪 府 島本町、摂津市、四條畷市 

兵 庫 県 川西市、猪名川町 

奈 良 県 川西町、生駒市、平群町 

広 島 県 安芸郡府中町 

６級地 宮 城 県 利府町、七ヶ浜町 

茨 城 県 東海村、那珂市、大洗町、坂東市、境町、五霞町、常総市、利根町、河内町 

栃 木 県 さくら市 

群 馬 県 明和町 

埼 玉 県 八潮市、吉川市、松伏町、幸手市、宮代町、白岡市、蓮田市、桶川市、川島町、蕨市、新座市、富士見市、三芳町、狭

山市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町、ときがわ町 

千 葉 県 我孫子市、白井市、鎌ケ谷市、大網白里市、長柄市、長南町、香取市 

東 京 都 奥多摩町 

神奈川県 逗子市、大磯町、中井町 

愛 知 県 蒲郡市、幸田町、知立市、尾張旭市、長久手市、扶桑町、あま市、蟹江町、愛西市 

三 重 県 東員町、朝日町、川越町、木曽岬町 

滋 賀 県 湖南市、野洲市 

京 都 府 精華町、井手町、城陽市、久御山町、長岡京市、南丹市、宇治田原町、和束町、笠置町 

大 阪 府 松原市、大阪狭山市、高石市、忠岡町、貝塚市、河南町、千早赤阪村、豊能町 

奈 良 県 御所市、葛城市、斑鳩町、上牧町、広陵町、五條市、三郷町 

和歌山県 かつらぎ町、紀の川市、岩出市 

福 岡 県 古賀市、久山町 

佐 賀 県 佐賀市 

７級地 宮 城 県 村田町 

茨 城 県 城里町、茨城町、桜川市、石岡市、下妻市、結城市、八千代町、潮来市 

栃 木 県 日光市、芳賀町、上三川町、壬生町、佐野市、野木町 

群 馬 県 伊勢崎市、沼田市、東吾妻町、玉村町、吉岡町、榛東村、桐生市、大泉町、千代田町、みどり市、板倉町 

埼 玉 県 吉見町、嵐山町 

千 葉 県 富里市、山武市、大多喜町、鴨川市 

東 京 都 東大和市、瑞穂町 

神奈川県 箱根町 

富 山 県 南砺市 

石 川 県 津幡町 

山 梨 県 甲斐市、昭和町、中央市、市川三郷町、北杜市、早川町、南部町、身延町、富士河口湖町 

長 野 県 上田市、筑北村、大町市、長和町、茅野市、下諏訪町、岡谷市、箕輪町、辰野町、南箕輪村、朝日村、木祖村、木曽町、
大鹿村、飯田市 

岐 阜 県 土岐市、八百津町、坂祝町、関市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、高山市、御嵩町 

静 岡 県 小山町、裾野市、長泉町、清水町、函南町、川根本町、島田市、森町、湖西市 

愛 知 県 新城市、東浦町、阿久比町、武豊町、大口町、岩倉市、北名古屋市、清須市、高浜市 

三 重 県 菰野町、いなべ市 

滋 賀 県 米原市、多賀町、愛荘町、日野町、竜王町、高島市 

京 都 府 南山城村 

兵 庫 県 加東市、小野市、稲美町、播磨町、高砂市、加西市 

奈 良 県 山添村、吉野町、明日香村、田原本町、曽爾村 

岡 山 県 備前市 

広 島 県 世羅町、安芸高田市、安芸太田町、竹原市、熊野町、呉市 

山 口 県 岩国市 

徳 島 県 小松島市、勝浦町、松茂町、北島町、藍住町 

香 川 県 綾川町 

福 岡 県 須惠町、志免町、飯塚市、大野城市、那珂川町 

備考 平成28年３月31日においてＡ218地域加算の対象地域であったが、同年４月１日以降人事院規則九―四九第２条に規定する地域及び人事

院規則で定める地域に準じる地域のいずれにも該当しない地域（神奈川県山北町、大井町、岐阜県海津市、愛知県稲沢市、奈良県安堵町、

河合町、福岡県篠栗町）については、平成30年３月31日までの間に限り、７級地とみなす。 

この表の「地域」欄に掲げる名称は、平成27年４月１日においてそれらの名称を有する市、町又は村の同日における区域によって示され

た地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。 

 


